
報告事項（１） 

平成２７年度・２８年度 景観法に基づく行為の届出等について 

 

１ 届出等対象行為 

 （１）建築物の新設、増築、改築、移転、外観に係る修繕若しくは模様替又は外観の色彩の変更 

 （２）工作物の新設、増築、改築、移転、外観に係る修繕若しくは模様替又は外観の色彩の変更 

 （３）開発行為 

 

２ 届出等対象規模 

行為の種類 市街化区域 市街化調整区域 

建築物の新築等 

高さが２０ｍを超えるもの

又は延べ面積が５，０００㎡

を超えるもの 

高さが１０ｍを超えるもの

又は延べ面積が１，０００㎡

を超えるもの 

工作物の新築等 高さが２０ｍを超えるもの 

開発行為 区域面積が１０，０００㎡を超えるもの 

 

３ 平成２７年度・平成２８年度における届出等件数について 

（１） 平成２７年度 

合計 ８３件（うち景観アドバイザー相談 ５６件） 

    ＜内訳＞ 

    ・建築物 ６９件 

     （共同住宅 ２４件、店舗 ４件、工場 ４件など） 

    ・工作物 １０件 

 （無線基地局 ３件、鉄塔 ５件など） 

・開発行為 ４件 

（宅地分譲のための開発 ３件、ゴルフ場 １件） 

 

（２） 平成２８年度 

合計 ７７件（うち景観アドバイザー相談 ６８件） 

    ＜内訳＞ 

    ・建築物 ７７件 

     （共同住宅 ４２件、店舗 ８件、工場 ３件など） 

    ・工作物  ８件 

（無線基地局 １件、鉄塔 ５件など） 

・開発行為 ４件 

（宅地分譲のための開発 ３件、倉庫 １件） 

 

 

 



報告事項（２） 

平成２７・２８年度 屋外広告物条例に基づく申請について 

 

１ 平成２７年度における許可件数について 

（１）根 拠  千葉市屋外広告物条例第６条第１項 

（２）許可件数    ４５８件 

 

２ 平成２７年度における屋外広告業登録数について 

（１）根 拠  千葉市屋外広告物条例第２１条第１項 

（２）登録件数    ２０５件 

 

３ 平成２７年度の違反広告物除却件について 

 （１）根 拠  千葉市屋外広告物条例第１４条第２項 

（２）委託名  違反広告物除却等作業委託 

（３）除却数  １８，１７７枚 

  （内 訳）  ・はり紙  ２，７４９枚 

         ・はり札 １５，３０４枚 

         ・立看板    １２４枚 

 

４ 平成２８年度における許可件数について 

（１）根 拠  千葉市屋外広告物条例第６条第１項 

（２）許可件数    ４２１件 

 



５ 平成２８年度における屋外広告業登録数について 

（１）根 拠  千葉市屋外広告物条例第２１条第１項 

（２）登録件数    １４２件 

 

６ 平成２８年度の違反広告物除却件について 

（１）根 拠  千葉市屋外広告物条例第１４条第２項 

（２）委託名  違反広告物除却等作業委託 

（３）除却数  １１，４４２枚 

  （内 訳）  ・はり紙    ７４３枚 

         ・はり札 １０，５７６枚 

         ・立看板    １２３枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 報告事項（３）①  

 

第９回屋外広告部会の結果について（報告） 

『許可の特例について（千葉駅東口駅前広場）』 

 

次の広告物を表示し、又は設置することを条例第８条第１項の規定に基づき

許可をする。 

  

１ 表示又は設置する者 

株式会社電通東日本 

 

２ 表示又は設置の場所 

中央区富士見 1丁目（千葉駅東口駅前広場） 

図１のとおり 

 

３ 表示又は設置の期間     

平成２９年３月１日から平成２９年３月２０日まで 

 

４ 種類・数量         

（１）壁面広告 

数 量：モノレール支柱３か所 

サイズ：Ｗ６，０００㎜×Ｈ１，３００㎜ 

素 材：合成紙遮光タイプ（ポリプロピレン） 

 

（２）はり紙 

数 量：ふじ棚８ヶ所×４支柱＝２９ヶ所（３ヶ所掲出不可） 

サイズ：Ｗ２００㎜×Ｈ１，２００㎜ 

素 材：光沢塩ビグレー糊ＥＸ 



 報告事項（３）②  

 

第１０回屋外広告部会の結果について（報告） 

『許可の特例について（モノレール支柱）』 

 

次の広告物を表示し、又は設置することを条例第８条第１項の規定に基づき

許可をする。 

  

１ 表示又は設置する者 

センシティビルディング管理組合 

 

２ 表示又は設置の場所 

中央区新千葉 1丁目２番地先（都市計画道路中央港本町線、新町千城台

線） 

図２のとおり 

 

３ 表示又は設置の期間     

平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

４ 種類・数量         

（１）壁面広告 

数 量：モノレール支柱２か所 

サイズ：Ｗ２，７００㎜×Ｈ１，８２０㎜ 

素 材：ポリ塩化ビニル（キャスト製法） 

 

 

 

報告事項（３）③  

第１１回屋外広告部会の結果について（報告） 



『許可の特例について（千葉駅東口駅前広場）』 

 

次の広告物を表示し、又は設置することを条例第８条第１項の規定に基づき

許可をする。 

  

１ 表示又は設置する者 

株式会社電通東日本 

 

２ 表示又は設置の場所 

中央区富士見 1丁目（千葉駅東口駅前広場） 

図３のとおり 

 

３ 表示又は設置の期間     

平成２９年４月２４日から平成２９年５月７日まで 

 

４ 種類・数量   

（１）壁面広告 

数 量：モノレール支柱３か所 

サイズ：Ｗ５，５００㎜×Ｈ１，７００㎜ 

素 材：インクジェット出力合成紙（分割出力） 

 

（２）はり紙 

数 量：ふじ棚８ヶ所×４支柱＝２９ヶ所（３ヶ所掲出不可） 

サイズ：Ｗ２００㎜×Ｈ１，２００㎜ 

素 材：光沢塩ビグレー糊ＥＸ 

 

 


